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(4) 回数及び算定日情報（1日の情報から31日の情報）の記録 

ア すべての診療行為レコード、医薬品レコード及び特定器材レコードに回数を記録します。 

  ただし、点数・回数算定単位内の回数の記録については、点数を記録するレコードの回数と

同一の回数を記録します。 

 

イ すべての診療行為レコード、医薬品レコード及び特定器材レコードに算定日情報を記録します。 

  ただし、点数・回数算定単位内の算定日情報の記録については、点数を記録するレコードと

「同一日」に「同一回数」を記録します。 

 

ウ 点数・回数算定単位内の「回数」と「算定日情報（1日の情報から31日の情報）」の合計値が

一致するように記録します。 

例１）再診を行った場合（算定日：20日、30日） 

● 正しいCSVの記録 

SI,12,1,112007410,,73,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,1, 

 

 

 

 

例２）外来の患者に対し、内服薬を15日と30日に14日分ずつ処方した場合 

● 正しいCSVの記録 

IY,21,1,612320183,3,,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14,,,,,,,,,,,,,,,14, 

IY,,1,612120016,3,8,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14,,,,,,,,,,,,,,,14, 

 

 

 

 

※ 同一点数・回数算定単位の回数は、同一点数・回数算定単位内のすべてのレコードに、

同一の回数を記録します。 

※ 同一点数・回数算定単位の算定日情報は、同一点数・回数算定単位内のすべてのレコー

ドに、同一の日に同一の算定回数を記録します。 

      

      

         

      

回数と算定日情報の算定回数が等しくなるように記録します。 

点数を記録したレコードと 

同一の回数を記録します。 

 

 

 
点数を記録したレコードと同一の日に、 

同一の算定回数を記録します。 


